特定非営利活動法人幸ハウス

特定資産（幸ハウス富士医療相談支援事業基金）
積立金事業実地計画書
（2019年4月1日から2021年３月３１日まで）

１　事業実地の方針
平成３１年度創設された、特定非営利活動法人幸ハウス特定資産（幸ハウス富士相談支援事業基金）は、幸ハウス富士における相談支援事業に係る人件費および交通費に当てることを目的する。

２　事業実地に関する事項

事業名
特定資産（非営利法人幸ハウス富士相談支援事業基金）

事業内容
患者が感じたこと、思ったことに傾聴し、可能な限り肉体的、精神的、社会的苦痛へ寄り添い、支える活動。
患者が人生の最終段階において、より自分らしく後悔のない選択ができるよう情報提供を行い、相談を受け、サポートする活動。
実地予定日時
[bookmark: _GoBack]平成３１年5月1日から平成３３年4月31日

実地予定場所
幸ハウス富士
静岡県富士市松本３５７−１

従事者の予定人数
一人

受益対象者の範囲および予定人数
がん患者およびご家族、ご友人 約４００−５００人

事業費の予定額
1872000
幸ハウス富士でがん患者や家族の肉体的、精神的、社会的苦痛に寄り添うことができる専門看護師の人件費
1200x10時間x6回/月x24ヶ月
→1728000
幸ハウス富士と看護師の自宅間の（静岡県三島市）交通費
1000x6回/月x24ヶ月
→144000
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